
不法投棄等の跡地等における利活用方策検討に係る事業                 
 ○ モデル区域の選定（不法投棄等支障除去等事業跡地又は 
   埋立終了後の最終処分場） 
○ 利活用方策モデル案の設計 等 

・ 不法投棄等の跡地等の利活用促進、「負の遺産」の解消 
・ 最終処分場に対する「負のイメージ」の払拭、立地促進 

・補助率：１／２ ・所要額：25,000千円【平成24年度補正】 

・補助先：都道府県、廃棄物処理法上の政令市 

・ 不法投棄等の支障除去等事業が完了した跡地等の利活用が進まず、 「負の遺産」化 
・ 「負のイメージ」がある最終処分場の立地が困難 

処理困難な産業廃棄物事案の支障除去等推進費  ４３億円【平成２４年度補正】   

不法投棄等への対策   

未然防止策（パト
ロール等）別途予
算措置   

既に発生した不法投棄への対策 
○不法投棄等については、行為者が生活環境保全上の支障を除去するため
、原状回復を行うこと が原則。 
○行為者が不明あるいは資力がない場合には、都道府県等が代執行により
支障除去事業を実施。都道府県等の要請があれば財政支援を実施。 

産廃特措法に基づく支援（平成10年６月16日以前の不法投棄等事案が対象※）     
 ○有害産業廃棄物 １／２補助  その他の産業廃棄物 １／３補助。 所要額 4,313,663千円【平成24年度補正】 
   補助対象者＝都道府県、廃棄物処理法上の政令市 

 ○産廃特措法は、平成24年度まで10年間の限時法として立法措置→平成34年度まで 期限を延長
する改正法が平成24年８月10日に成立。 

 ○各都道府県等が実施する廃棄物の処理事業等へ財政支援。 
※平成10年６月17日以降の不法投棄等事案については別途の財政支援措置。 

更なる問題として・・・・ 


